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緊急地震速報の受信端末や配信サービスを選択する際の参考となる事項
について、気象庁では「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信
端末の機能および配信能力に関するガイドライン」（以下、「ガイドライ
ン」と呼びます）を公開しています。さらに、端末を製造・販売する事業
者には、製品やサービスについて利用者が購入前に確認できるよう、パン
フレットやホームページなどでガイドラインへの対応状況を公開・説明す
ることを求めています。緊急地震速報（予報）の導入にあたっては、各事
業者から公開されているガイドラインへの対応状況を確認し、安心して使
用できる製品・サービスを選択しましょう。本章では、ガイドラインに記
載されている主な項目について説明します。詳しくは気象庁ホームページ
をご覧ください。（http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/katsuyou 
/receive.html#yohou）

ガイドラインは、緊急地震速報（予報）や地震動の予報（揺れの大きさ、
猶予時間などの予測情報）を受信する端末、端末を動作させるための配信
サービスを対象としています。テレビ、ラジオ、同報機能を持つ携帯電話
などの緊急地震速報（警報）を広く一般に知らせる装置については、ガイ
ドラインの対象外です。

第4章　導入に向けて

4.1　ガイドラインの対象範囲

図13　ガイドラインの対象範囲

※チャイム音を検出して音量をあげる「緊急地震速報検知ラジオ」についても、利用者に説明
および公開することが求められています。
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4.2　ガイドラインで使われている用語
ガイドラインでは、緊急地震速報に関する主な説明として、表 9 のとお

り用語を統一して使用しています。

4.3　緊急地震速報（予報）の発表と報知について
気象庁から緊急地震速報（予報）が発表されてから、強い揺れが来るま

での猶予時間は短いので、気象庁が情報を発表してから端末が報知・制御
を開始するまで平均して 1 秒以内であることを推奨しています。

また、震度の予想方法としては、1.4節（ 4 ページ）に示す 3 つの種類
がありますが、「従来法」と「PLUM 法」は併せて用いることを推奨しま
す。

表9　ガイドラインで使われる用語

用　　語 解　　　　説

許可事業者

緊急地震速報（予報）などを用いて、気象庁長官の許可を受け
た手法により地震動の予報（揺れの大きさ、猶予時間などの予
測計算）を行う事業者、または予報を行う端末について責任を
持つ事業者。

配信事業者
緊急地震速報（予報）や地震動の予報などを気象庁から端末に
配信するまでに途中経由する事業者。許可事業者と配信事業者
は同一のこともあり、合わせて配信・許可事業者と呼ぶ。

端末

緊急地震速報（予報）などを受けて地震動の予報を行ったり、
許可事業者が行った地震動の予報を受信することで、揺れの大
きさを報知したり、機械・設備制御用の接点出力など外部出力
を行う機器またはパソコン・スマートフォン上のソフトウェア。

サーバー 緊急地震速報（予報）や地震動の予報などを気象庁から端末に
配信するために中継する許可事業者・配信事業者の装置。

《ガイドラインは必要に応じて改訂されることもあります》
ガイドラインは、緊急地震速報のより適切な利用のため、利用状況の分析
などを踏まえ、引き続き検討を行い必要に応じて改訂していくことがあり
ます。
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≪端末での報知内容について≫
緊急地震速報の報知を行う場合、短い猶予時間の中で適切な行動を促す

必要があるため、次の報知を行うことを推奨しています。
［報知方法］

緊急地震速報が提供されたことと、揺れに対してとるべき行動を端的に
伝えることが推奨されています。不特定多数向けの報知音として NHK
チャイム音（最大予測震度 5 弱以上の場合のみ）が推奨されています。

（不特定多数の人が利用する場所での報知は緊急地震速報（警報）に整合
することを推奨しています）。
（報知例）最初に NHK チャイムを 2 回鳴らした後、「（例）地震です。

落ち着いて身を守ってください。」の文言を 2 回繰り返す。
また、耳の不自由な方への報知は、警告灯やフラッシュライト等により

お知らせすることを推奨しています。

4.4　緊急地震速報の利用方法の区分
緊急地震速報は利用目的によって、必要な機能・サービスが異なります。

ガイドラインでは、利用するタイプを「A」「B」「C」に分け、それぞれ
の内容を記述しています。端末を利用する方には、端末・サービスが用途
に合ったものかどうか十分確認することを推奨しています。
利用タイプ「A」の利用事例

図15　利用タイプ「A」による、緊急地震速報の流れ
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利用タイプ「B」の利用事例

機械・館内放
送設備等の自
動制御（利用
タイプ「A」）

緊急地震速報を受信したとき、設定した制御条件に従い自動的に制御を行う
動作

≪震度の予報の利用例≫
●列車・エレベーターの緊急停止
●工場などにおける生産ラインの停止
●工場などにおける危険物流出防止装置の起動
●マンションにおけるガス供給停止やドア解放など設備の制御
●企業などにおける重要データ保護のための緊急バックアップや

ハードディスクへのアクセス停止
●百貨店、劇場などの不意特定多数の人々が集まる集客施設におけ

る施設管理者や防災担当者の防災対応や施設管理、館内放送
≪長周期地震動階級等の予報の利用例≫

●免震の病院などにおける自動扉の手動切り替えや開放
●大型タンクなどにおける流出防止装置の起動
●高層や免震のマンションにおけるガス供給停止やドア開放など設

備の制御

図 l 6　利用タイプ「B」による、緊急地震速報の流れ

端末
装置

情報確認 手動・指示オペレーター 機械・放送
設備等

オペレーター
を 介 し た 機
械・館内放送
設備等の制御

（利用タイプ
「B」）

自動制御を行った場合のリスクが大きくなるおそれのある用途の場合、マ
ニュアル等を整備したうえで、訓練されたオペレーターが介在して制御を行
う動作

≪震度の予測の利用例≫
●列車の減速や緊急停止
●工場などにおける生産ラインの停止
●工場などにおける危険物流出防止装置の起動
●工事現場での重機の制御
●医療機関における手術の一時中断や医療機器の操作中断
●百貨店、劇場などの不特定多数の人々が集まる集客施設における

施設管理者や防災担当者の防災対応や施設管理、館内放送
≪長周期地震動階級等の予報の利用例≫

●高所作業やタワークレーンの作業の中断
●免震の病院などにおける自動扉の手動切り替えや開放
●大型タンク等における流出防止装置の起動
●高層や免震のマンションにおけるガス供給停止やドア開放など設

備の制御
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利用タイプ「C」の利用事例

端末
装置

情報確認

危険回避

図 l 7　利用タイプ「C」による緊急地震速報の流れ

端末の報知に
よる人の危険
回避（利用タ
イプ「C」）

端末の報知機能を用いて、人の危険回避に使う利用方法。緊
急地震速報を見聞きした端末利用者の基本的な行動は、「あわ
てず身の安全を確保する」

≪利用例≫
家庭や小規模な事業所等において、テーブルの下に避難する
等、身の安全を図るための活用

4.5　訓練および動作試験
多くの端末は、危険回避の行動訓練を行うための訓練機能や、端末の動

作試験を行うための動作試験機能を持っています。ガイドラインでは、利
用者に訓練機能を用いて避難訓練等を行うことを推奨しています。また、
気象庁では、年 1 回程度、配信事業者および官公庁に訓練報を配信してい
ます。

端末がどのような訓練機能・動作試験機能を持つのか事前に確認しま
しょう。

訓練機能
危険回避の行動訓練を行うための機能。気象庁、配信・許可
事業者から訓練報を受信して行う場合と、端末単独で動作さ
せて行う場合がある。

動作試験機能 実際の緊急地震速報受信時に確実に報知・制御を行うため、
定期的に動作確認をするための機能。

4.6　製造・販売する事業者に公開・説明を求める事項
ガイドラインでは、端末を製造・販売する事業者は以下の各項目につい

て利用者が購入前に確認できるよう、パンフレットやホームページ等で公
開・説明することを求めています。
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（1）端末に備わる機能

（2）地震動予報機能

サーバーとの接
続障害の検知

接続状態に異常があった場合に端末で検知する手段と、利
用者への伝達方法。

報知・制御まで
の時間

端末がサーバーから情報を受信してから最初の報知・制御
を開始するまでの平均的な時間。

不正な電文の破
棄条件

端末がサーバーから破損した情報を受信した時に、それが
正しくない情報であると判定する条件。

同一内容の電文
の処理

端末がサーバーから同一内容の情報を複数受信した時の動
作内容。

動作履歴の保存
・管理

端末の動作履歴の保存状況（保存数、保存内容等）とその
閲覧方法。動作履歴は、障害時の原因究明等に用いる。

耐震固定方法 端末が強い地震動を受けても動作継続できるよう、耐震固
定等の対策。

自己診断機能
サーバーと接続異常、自動時刻合わせができないなど、地
震動の予報を利用できない状況になった場合の利用者への
伝達方法。

報知機能・外部
出力機能

オペレーターが機械等を制御したり、利用者が危険回避し
たりするために、音声や画面によりどのように知らせるか。
また、自動制御のため、どのような外部出力機能を持つか。

動作試験機能 端末と端末に制御される機器の動作確認を行うための方法。

訓練支援機能 オペレーターや利用者が緊急地震速報の訓練を行う際に支
援する機能の有無とその内容。

警報の伝達方法 利用者の指定する場所を含む地域に緊急地震速報（警報）
が発表された場合、その旨を伝達する方法。

精度が低い情報
の処理

1 つの観測点のデータに基づく精度が低い地震動の予報で
自動制御や報知を行った際の利用者への伝達方法。

地震動予報の手
法

震度や長周期地震動階級等、猶予時間の予想をどのような
手法で行っているか、また、どの場所のものか。

時刻合わせ 正しい猶予時間を予想するための、時刻合わせの方法や頻
度。

不正な電文の破
棄条件

サーバーや端末が破損した緊急地震速報（予報）を受信し
たとき、それが正しくない情報であると判定する条件。

リアルタイム震
度電文への対応

リアルタイム震度電文に基づいて地震動予報が行えるかど
うか。また、気象庁の大阪システムから発信された電文に
も対応しているか。

予報履歴の保存
・管理

予報履歴の保存状況（保存数、保存内容等）とその閲覧方
法。
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（3）報知・制御出力条件設定機能

（4）配信・許可事業者の通信能力

震度や猶予時間 端末を動作させる震度、長周期地震動階級等や猶予時間を
どのように設定できるか。

緊 急 地 震 速 報
（警報）と整合
した動作

利用者の指定する場所を含む地域に緊急地震速報（警報）
が発表された時に端末を動作させることができるか。

報知音 端末を動作させるときに最初に鳴らす報知音をどのような
音に設定できるか。

震度や猶予時間
の表現

予想した震度や猶予時間の表現方法。また、長周期地震動
階級等や構造物の詳細な揺れの予報を行う場合にはその表
現方法。

精度情報による
動作

1 つの観測点のデータに基づく精度が低い地震動の予報を
用いて端末を動作させる設定があるかどうか。

100ガル超え情
報による動作

1 つの観測点で強い揺れが発生したことを素早く知らせる
情報を用いて端末を動作させる設定があるかどうか。

同一地震の続報
による動作

同一の地震に対して複数回緊急地震速報（予報）が発表さ
れた時に、続報受信でどのような動作をするか。

複数同時地震時
の動作

ほぼ同時期に複数の地震が発生し、それぞれについての緊
急地震速報（予報）が発表された時にどのような動作をす
るか。

深発地震時の動
作

震源が深い地震で発表された緊急地震速報（予報）をどの
ように扱うか。

キャンセル報受
信時の動作

緊急地震速報（予報）が誤報であった場合に発表される
キャンセル報に対して、どのような動作をするか。

訓練報受信時の
動作

気象庁や配信・許可事業者から配信される訓練報を受信し
た際にどのような動作をするか。

テスト報受信時
の動作

配信・許可事業者から配信されるテスト報を受信した際に
どのような動作をするか。

端末に届くまで
の時間

気象庁が緊急地震速報（予報）・リアルタイム震度電文を発
表してから端末に届くまでの平均的な時間。

配信を途切れさ
せない対策

気象庁から端末までの配信経路で、回線やサーバーの障害
時やメンテナンス時も含めて可能な限り途切れないように
するための対策。

セキュリティ対
策

サーバーにウイルス感染や意図しない他者の侵入を許さな
いための対策や、回線への侵入により偽りの緊急地震速報
を流されることがないように施している対策。
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（5）配信・許可事業者によるサポート

配信・許可事業
者と回線種類

気象庁から端末までに経由する配信事業者・許可事業者の
サーバーや使用回線の種類。

不正な電文の破
棄条件

気象庁から破損した情報を受信したときに、それが正しく
ない情報であると判断する条件。

サーバーの時刻
合わせ

正しい配信や猶予時間予想のための、サーバーの時刻合わ
せの方法や頻度。

サーバーの設置
環境

停電時や地震発生時も含めて安定的な配信を継続するため
にサーバーをどのような環境に設置しているか。

端末との接続確
認

サーバーと端末が正しく接続されているかどうかを、配
信・許可事業者が確認する方法。

個別配信 訓練報やテスト報を個別の端末に限って配信する能力の有
無。

配信履歴の保存
・管理

端末への配信履歴の保存状況（保存数、保存内容等）とそ
の閲覧方法。

故障時保守対応 サーバーや端末の故障時の対応や日頃からの保守の内容。

連絡手段・内容
回線の不具合やサーバー保守・故障による配信停止の通知、
気象庁からの連絡等について、配信・許可事業者から利用
者へ連絡する内容や連絡手段。

利用方法に関す
る助言

利用者が緊急地震速報をどのように利用すればよいか、配
信・許可事業者が利用目的・制御対象を把握して行う助言
の内容。

回線の品質やリ
スクの説明

気象庁から端末までに経由する回線の品質やリスク（切
断・遅延の起こる可能性や条件等）についての説明。

端末、配信・許
可事業者の互換
性

配信・許可事業者は、どのような端末の接続に対応してい
るか、また、端末は別の配信・許可事業者の配信サービス
に対応しているかについての説明。

配信状況等の問
合せ

端末への情報の配信状況について利用者から問い合わせが
あった際の対応。

緊 急 地 震 速 報
（予報）の変更
への対応

気象庁から発表される緊急地震速報（予報）の仕様が変更
された際にサーバーや端末をどのような手段で対応させる
かについての説明。

技術的限界・特
性 緊急地震速報の特性や技術的限界についての説明。
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4.7　利用にあたって
緊急地震速報を適切にご利用いただく上で、特に重要な点と注意する点

は以下の通りです。緊急地震速報の特質を理解し、正しく利用することで、
地震災害から身を守りましょう。

≪緊急地震速報の設備などを導入するときは≫
緊急地震速報の受信端末や配信サービスの選択にあ

たっては、各事業者から公開されているガイドラインへの対応状況を
必ず確認し、安心して使用できる製品・サービスを選択しましょう。
ガイドラインへの対応状況では、事業者が許可された予報の手法

（1.4予報業務許可の区分、 4 ページ参照）についても確認し、どのよ
うな予測の方法を用いているのかを、必ず確認してください。

「PLUM 法」による予測を行っていない場合には、気象庁による警報
が発表されていても予報による揺れが小さい場合があるので従来法と
PLUM 法の併用を推奨します。

緊急地震速報の予報業務許可を受けている事業者の一覧が、気象庁
ホームページに掲載されています。また、当協議会では、「PLUM
法」及び「長周期地震動」の予報業務許可を受けている事業者を紹介
しています。ご確認ください。

利用目的に合った端末の利用をお願いします。

≪悪質商法や不審人物などにご注意≫
気象庁では、国民のみなさまに受信装置の設置等を義務付けたり、

直接設置に伺ったりすることはありません。
また、アンケート調査を行う場合でもご家庭を直接訪問したり、個

人情報の記入をお願いしたりすることはありませんので、ご注意くだ
さい。このような事態にあったときは、気象庁、最寄りの気象台や緊
急地震速報利用者協議会事務局へご連絡ください。
≪留意点≫

緊急地震速報を見聞きしたときは、周囲の状況に応じて、あわてず
にまず身の回りの安全を確保しましょう。なお、緊急地震速報には以
下のような留意点があります。
・震源に近い場所では、強い揺れの到達に間に合わないことがあります
・予想する震度には、± 1 階級程度の誤差があります
・地震観測網から離れた海域や非常に深い場所で発生した地震では、

予想の誤差が大きくなることがあります

重要

注意




